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親子の新たな安全基地としての
日本の歯科内保育室

1．問題と目的
2023（令和 5）年 4 月，こども家庭庁が創設

された。日本におけるこどもまんなか社会（こ

ども家庭庁，2023）実現のため，子をもつ家庭
に対する子育て支援政策が次々と展開されてい
る。この 2 年間で，経済支援，物的支援，親の
就労支援を通じた間接的な子育て支援など，さ
まざまな支援が考え出され繰り出されてきた。

近年増加するひとり親家庭，発達に特性のある
親子，育児および介護のダブルケアを要する家
庭，ワーキングプア家庭および貧困家庭，海外
にルーツのある家庭など，さまざまな家庭の
ニーズに応える子育て支援の整備も急ピッチで
進められていると言える。しかしながら，そう
した子育て支援がすべての子育て家庭，とくに
就学前の子をもつすべての家庭に行き届いてい
るかと言えば疑問が残るところである。いかな
る背景を有する家庭であれ，たとえ社会経済的
地位（SES）の高い家庭であれ，子ども 1 人に
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本研究の目的は，患者の子の一時預かりを実施する歯科内保育室に着目し，親子の利用実態を明らかに
するとともに，その意義および子育て支援効果についてアタッチメントの観点から考察することであっ
た。20 日間のヘルス・エスノグラフィおよびインタビューのデータ分析の結果，歯科内保育室は，親
子にとっての「Availability（利用可能性）」および「Responsiveness（応答性）」を有していることが
推察された。このことからも，歯科内保育室は，親子にとり Secure base（安全基地）となりうる可能
性が示唆された。とくに，親の成人アタッチメント対象の一つとして，歯科内保育室が安全基地機能を
果たすことが考えられた。さらに，歯科および歯科内保育室が，親子・家族全体への長期縦断的子育て
支援拠点となり得る可能性も示唆された。
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両親と祖父母 4 人全員健在および近居といった
ような一見サポートに恵まれた家庭であれ，就
学前の子を育てる時期は大きな課題がいくつも
連なって訪れる時期であり，困難が訪れない家
庭は皆無である。すべての子育て家庭に対する，
それぞれのニーズに応じた長期縦断的かつきめ
こまやかな子育て支援が求められる。そうした
支援が今後も確実に得られる確信があるとする
ならば，少子化に歯止めをかけることにもつな
がるかもしれない。

現在の日本では，全 4 歳以上児のうち 99%
以上の子どもが幼稚園・保育園・こども園・認
可外保育施設（以下，これらを就学前施設とす

る）に通園しており（全国保育団体連絡会・保育

研究所，2024），子の通園先を通じた，保育者に
よる心理社会的な子育て支援も有効とは考えら
れている。保育所保育指針（2017）・幼稚園教
育要領（2017)・幼保連携型認定こども園教育・保

育要領（2017）にも，保育者の子育て支援の重
要性および責務は明文化されており，保育者養
成課程においてもこうした内容は必修となって
いる。しかしながら，就学前施設における子育
て支援の実際としては，さまざまな家庭および
親子に対し偏見なくきめこまやかに支援できる
保育者はそう多くはないのが現状である。また
通園先の保育者の子育て支援を，真に有効なも
のとして受け取り，信じ頼ることができていな
い親も少なくない。さらに保育者側からみたと
きには，介入の必要な親子は，園や付属の子育
て支援拠点で開催される子育て支援イベントな
どには誘われても参加しない様子も散見される。
加えて日本においては，就学前施設が複数の種
類にわたり存在し，どのタイプの園を利用する
のか，また保育ニーズおよび心理社会的状況な
ども親によりさまざまであり（Suzuki，2025），
親から求められる・また親が得ることのできる
子育て支援内容もさまざまである。こうしたこ

とから，現在の子育て支援は，限られた条件を
満たす家庭にのみ行き届いている様相となり，
それ以外の子育て家庭では大小さまざまな困難
を抱えたままの親が 1 人または 2 人で，静かに
必死にこらえている現実があるとも考えられる。
悲壮感は露呈しないにせよ，多くの親はサポー
トが得られないことで，それぞれに工夫をしな
がら子育てを行っており，仕事や家事との両立
にも非常に疲弊している。

さらに，子ども・子育て支援新制度（内閣府，

2015）下において，一時預かり事業を親のリフ
レッシュ目的に利用する割合の低さが指摘され
ている（加藤・中坪，2018）。このことからも，
未だ根強く残る，社会における子育てのアンコ
ンシャスバイアス，母親の自縄自縛の子育て観
の存在が示唆されている。一時預かりに限らず，
通園においても園側は親の仕事の休みが平日と
重なった場合には「お子さんもご家庭でお過ご
しください」という無言の圧力をかけてしまう
ことも少なくない。「（親が就労していない場合

または時点では）子が 3 歳くらいまでは，親
が・家庭で，子どもを育てるべきである」「私
が（母親が）子どもを育てなければならない」
といった誤った信念および思い込みを日本社会
全体が未だ有している。こうした現実が，親自
身を追い込んでいる現状も考えられる。親が子
育てを 1 人または夫婦 2 人で抱え込み行き詰ま
る要因となりうるこうした状況は，早急に打開
されるべきである。また親子の社会的孤立を防
ぐ意味でも，親が子育てを誰かに頼ってもよ
い・助けてもらってもよいという経験および関
係性の醸成および構築が求められる。そうした
点からも親のリフレッシュおよび自己ケアを通
じ，心身ともにゆとりをもった子育てを行うた
めに，親子の生活および個別のニーズにより密
着した新たな子育て支援方法が求められている
とも言える。そしてそのためには，就学前施設
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および子育て支援制度の外側すなわち実際の親
子の生活における発達（無藤，2016）にまつわ
る支援に着目することが有用と考えられる。

母子健康手帳（新潟市，2019）によれば，そ
の全頁のうち 20% の頁になんらかの記載があ
るのが，母子の歯にまつわる内容である。妊娠
届出書提出とともに交付される母子健康手帳に
は，妊産婦歯科健診の受診無料券を添付する自
治体も増えている。さらに近年日本においては，
子の歯が 4 本萌出した時点からの継続的な歯科
健診および 3 か月ごとのフッ化物塗布が推奨さ
れている。歯磨きおよび仕上げ磨き場面，そし
て歯科受診行動・歯の見た目にまつわる行動場
面は，子育てにおける授乳および食事場面

（Ainsworth & Bell， 1969）同様に，すべての子育
て親子が共有する場面であり，子育て支援にお
ける介入ポイントともなりうる重要な場面であ
る。また，う歯を予防するための口腔保健行動
についての歯科学的・医学的・保健学的な研究
は，これまでも研究の蓄積が存在する一方，た
んにう歯予防にとどまらず，健康およびウェル
ビーイングを目的とした歯にまつわる自発的行
動すなわち向歯科行動（鈴木，2023）について
の発達心理学的な研究はほとんどなされていな
い。発達心理学的な観点からも，親子がどのよ
うに歯を磨き磨かれているのか，どのように歯
科受診を行うのか，子の顔の重要なパーツであ
る歯を親がどのように認知し扱っているのかを
明らかにすることは，向歯科行動を通じた親子
の心理発達支援にもつながりうるという点で，
社会的意義があると考えられる。そこで本研究
では親子の歯科受診に着目し，調査を行った。

本研究の目的は，1. 患者の子の一時預かりを
実施する歯科内保育室に着目し，その実態を明
らかにすること，2. 親が子育て支援を求め受け
取るという観点から，アタッチメント，とくに
親の成人アタッチメントの概念をふまえ考察を

行うこととする。そして，子育て支援および介
入ポイントとなりうると考えられる親子の歯科
受診および歯科内保育室について考えていく。

2．方法
本研究では，国家資格保育士を有する者を当

該歯科内に配置し，保育士または保育にまつわ
る資格を有するスタッフ（以下，両者をまとめ

る場合は保育者とする）が，患者の子の一時預
かりを行う保育室を歯科内保育室と定義する。
研究方法は，A 歯科クリニックにおける計 20
日間の歯科内保育室のヘルス・エスノグラフィ
による観察調査およびインタビュー調査であっ
た。ヘルス・エスノグラフィ（道信，2020）とは，
医療および福祉の領域に発生する問題解決のた
めの研究知見を得るべく，より短期間で行うこ
とも可能となるよう開発された新たなエスノグ
ラフィ手法のことである。道信によれば，とく
にヘルス・エスノグラフィック・インタビュー
においては，対象者と十分に，丁寧に，明確に，
研究の目的を共有する必要がある。本研究では
まず歯科内保育室の実態を明らかにしていくこ
とが重要と考えられたため，対象者にその意味
を十分に，明確に，書面および口頭にて説明す
るよう努め，同意を得られた者に対し丁寧にイ
ンタビューを行った。インタビューは，基本的
にはインタビューガイドに基づいて行い，行動
観察および自然に発生する会話の中で，筆者の
中で起こる発見や会話の流れも重要視し，適宜
質問を広げる形も採用した。同意が得られた場
面およびインタビューは録画および録音も行い，
それらのデータをフィールドノーツおよび逐語
録として記録した。対象は B 市 A 歯科クリ
ニックおよびクリニックスタッフ・利用者・歯
科内保育室利用者親子 10 組，計 35 名とし，研
究の説明および同意を得て実施した。なお，本
研究は筆者の当時所属である大学の倫理審査委
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員会の承認を得て行った（倫理審査番号 2021-

55）。個人情報およびプライバシーの保護には
厳重に注意を払い，本論文においても，個人が
特定されないような配慮を行っている。なお，
本研究に関し，開示すべき利益相反はない。

3．結果と考察
3-1　歯科内保育室の実態

A 歯科クリニックは，政令市 B 市内におい
て最も早期に歯科内保育室を設置したクリニッ
クである。B 市は歯学部を擁する大学が 2 つ設
置された政令市であり，歯科クリニックの数も
多く，子どものう歯の少ない地域として有名で
ある。そうした地域で，自らも子育て親である
院長夫妻の発案により設置，運営が行われてい
る。成人の歯科治療のみならず，子どもの歯科
治療および健診・フッ化物塗布も積極的に行っ
ている。歯科医師 2 名，歯科衛生士および歯科
助手が 10 数名，受付が 2 名というメンバーお
よび規模で運営され，B 市中心部にある。歯科
クリニック周辺には住宅街やショッピングセン
ターも密集しており，転勤を要する家庭および
核家庭も多い。こうした環境の中，いわゆる

「少し先まで予約のとりにくい」人気歯科クリ
ニックとして歯科診療が日々行われていた。

歯科内保育室は，クリニックの玄関からすぐ
の受付に隣接しており，入り口から入って一番
奥（とは言え，子どもからも目視が簡単に可能な

近距離のところ）に，2，3 畳程度の広さの空間
が用意され設置されていた。選りすぐりのおも
ちゃや絵本が並び，子どもたちが喜んで遊べる
空間として環境設定がなされている（図 1）。子
どもが遊びに熱中できるよう，また場合によっ
ては子どもの声が治療中の親に届くことがない
よう配慮され，この保育室の配置および設計が
なされたという。保育室スタッフは，国家資格
保育士を有する者が 1 名，保育系民間資格を有
する者が 2 名であった。歯科助手と歯科内保育
室における保育業務どちらをも担う者もあった。

月に 1 回発行のクリニック通信である A4 紙
による「A だより」には，院長はじめ全スタッ
フの日常や想い，スタッフ自身の子育ての様子
などが記されるコーナーがあり，患者が手に取
る様子もみられた。

歯科スタッフからは，子どもの一時預かり開
始時には，歯科内保育室利用者以外の患者から
のクレームが散見されたことも語られた。歯科
内保育室を有する歯科は子どもの泣き声がする
など，子どもが好きでない患者にとっては苦痛
の多い環境とも考えられる。しかしながら，受
付スタッフおよび歯科医・歯科衛生士間でそう
した情報の共有も細かになされており，子ども
が苦手である患者が来院する際には，一時預か
りの実施時間が重ならないよう配慮がなされる
など，すべての患者および利用者にとって，気
持ちのよい歯科受診となるような計らいがなさ
れていた。2 人の子育てにも奮闘されている院
長のモットーは「みんなに優しくしたい」であ
り，歯科治療によりう歯を予防および治癒させ
るだけでなく，歯科受診を通じ，患者の健康お図1　A歯科クリニック歯科内保育室
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よびウェルビーイングのための歯を通じた自発
的な行動すなわち向歯科行動の支援および治療
を実際に行っていることがうかがえた。

3-2　歯科内保育室利用の流れ
患者である親は，自身の歯科治療または歯科

健診の予約時に，同時に子どもの一時預かりの
予約をとることが可能であった。また親の急患
診療時には，柔軟にその子どもを歯科内保育室
にて預かってもらえる場合もあった。記入の必
要な書類もなく，料金もかからず無料である。
必要とされる荷物や準備物なども一切なく，気
軽に子どもを預けることが可能であった。キャ
ンセル料ももちろんない。さらに，預かり可能
な子の月齢の指定なども存在しないため，最小
で 0 か月すなわち 1 か月健診前の子も丁寧に大
切に預かる状況も見受けられた。土日および平
日の夕方以降には，小学生以上の子どもも歯科
内保育室の中で喜んで遊ぶ様子もあった。首の
すわる前から通う場所であるからこそ，小学生
以上となっても，祖父母や親せきの家に行った
ときのような「勝手知る感」とともに慣れ親し
んだおもちゃで遊び込む子どもたちのほほえま
しい様子がみられていた。むろん，子どもたち
にとって A 歯科クリニックは，ただ単に遊ん
で楽しい場所というだけでない。タイミングに
よっては子ども自身も歯科健診および治療を受
ける場所である。にもかかわらず，子どもたち
は過度にこわがったり不安になる様子もなく，
落ち着いた様子であった。

開院時刻から夕方の遅めの時刻（19 時ころ）ま
で，平均 1 日 5 組程度の預かりがあるとのことで
あった。利用の親子が多いときには，同時間帯
に 3 組同時に一時預かりを実施するような場面
も見受けられたが，その際には適宜保育者を増
員するなど柔軟かつ適切に対応がなされていた。

就学前，とくに 0，1，2 歳児の預かりが多く，

本研究における観察時にも小さな子どもが預け
られ，泣いて親と別れる場面に何度も遭遇した。
しかしながら，子どもの方も時間を経るごとに，
回を重ねるごとに，理解を示し，笑顔で親を
待っていられる時間が伸びていった。さらに保
育士は，子どもひとりひとりの性格および発達，
好みなどをよく把握および記憶しており，3 か
月ぶりに会う子どもであってもすぐに対応し毎
日会っているかのようにきめこまやかに対応を
している様子であった。

こうした利用のしやすさにより，子どもを普段
預けることのない親であっても，歯科内保育室
にならばと自身の歯科受診に紐づけ，子どもを
預ける経験を得ることも可能であった。来院受
付時には顔色が良くなく，元気もあまりない様
子の母親が，歯科受診を終え歯科内保育室に子
どもを目がけ戻ってくるときには，ほおが紅潮し，
いくぶん肌がつやめいて，表情が明るくなって
いた事例というのは 1 つではない。何人もの母
親に同様の状況が見受けられた。このことから，
歯科内保育室を利用しての歯科受診が，親の自
己ケアの 1 つとなっていることもうかがえた。

3-3　歯科内保育室における親子の利用実態
上述のように，生後 1 か月未満から小学校高

学年の子どもまで，さまざまな年齢や状態の子
どもとその親が利用していた。利用料は無料で，
預かりを妨げると考えられる煩雑な手続き（加

藤・中坪，2018）もなく，持ち物に決まりなど
もないことから手ぶらでの利用も可能であった。
このことについて，すべての親が利便性や感謝
を述べていた。さらに，たとえ泣き声であって
も子どもの声がきこえる距離感であることに関
する安心感についても語りが得られた。一時預
かり未経験または不慣れで不安の強い親は，子
どもと一時的に離れて自身が休みたい自己ケア
をしたいという気持ちをもつ一方で，子どもが
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心配・不安であるから離れずにいたい，という
両価的な状況および感情を有していることも示
された。こうした親は，歯科受診を含めたさま
ざまな理由により，子どもを一時的に預かって
もらいたいときにも「別れ際に子どもが泣くく
らいなら……」と自身の都合，自己ケアおよび
休息を後回しにしてしまうようであった。また，
歯科内保育室以外の場所での預かり中は子ども
の様子が可視化されないことによる不安から，
一時預かり利用そのものを躊躇してしまうこと
もあることが語られた。こうした不安の強い親
も一定数存在する中で，歯科内保育室の環境は，
分離場面における親の不安にも対応可能である
ことが考えられた。同じ歯科クリニックの建物
内において，親の歯科治療と子の一時預かりが
同時に行われることによって，保育室と歯科治
療ブースという距離を置いたとしても，なにか
あればすぐに子どもの様子を知ることができ，
また，子どもの泣いている声であってもきくこ
とができ，場合によってはその様子を感じ，ま
た見ることができることで，ありのまま知るこ
とが可能ということが親の安心につながってい
た。さらにそのことがかえって一時預かり利用
を促進していることも示唆された。歯科内保育
室を利用し，初めて子どもを預かってもらった
親が一時預かり利用における成功体験を得るこ
とにより，歯科内保育室以外の場所であっても
親の自己ケアのために，一時預かりを利用する
ことが可能となるとも考えられる。

3-4　親の自己ケアおよびリフレッシュ
歯科内保育室を利用する 9 割以上の親が，妊

娠出産以前に好んで行っていた趣味の活動は行
なえていない，と語った。歯科内保育室を利用
する親の多くでは，自身の趣味の活動を目的と
した一時預かり利用はほぼなされていなかった。
自身の趣味および余暇の活動は「我慢している

という意識はないけれど，結果的に我慢してい
る（原文ママ）」ことが多いとのことであった。
一方，歯の重要性を論じた上で，歯科受診のた
めの一時預かりなら「あり」とする親の語りが
あ っ た。 こ の 母 親 C は， 自 宅 で 転 倒 し た 際，
尾てい骨を骨折したのでは？　と思うほどの痛
みを感じた（インタビュー時も痛みを感じてい

た）にもかかわらず，整形外科は受診していな
い。C は医療および保健関連の資格を有し，普
段は専門職として勤務しており（当時は育休中），
医学的な知識および理解は十分に有している。
整形外科受診の必要性も感じていた。しかしな
がら，知識があるとしても，自身のケアはどう
しても後回しとなり「なんか我慢してしまう

（原文ママ）」とのことであった。こうした親に
とっても，「あり」であるという歯科の特異性
および有用性は，着目されるべき重要な視点で
ある。なぜ，子育て中の自身の他科受診は許さ
れないにもかかわらず，歯科は許されるのか，
その要因および背景にも迫る必要がある。親が

「あり」と自身に許可を出し，自己ケアを行う
ことによって，子育て家庭における困難な状況
が改善することも考えられるためである。C に
よれば，C の自己ケアの 1 つである「おいしい
ものを食べる」という食事に関連する重要な身
体の部位（= 歯）であること，そして，取り換
えのきかないものであること，職場でも自身が
周囲に推奨し今後義務化されるほど重要なのが
歯科定期健診であることなどを，歯を重要と考
える点として挙げていた。こうした歯の重要性
も，親が自己ケアとして「あり」とする理由と
して考えられる。しかしながら，尾てい骨も人
間の体にとって重要な部位であることに変わり
なく，親の自己ケアにおける，歯科のもつ特異
性にはさらに迫る必要があろう。また，推奨さ
れる歯科定期健診が 3 か月ごとであると定めら
れ周知されていることによって，半ば強制的に，
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また自然に，親の歯科受診がなされることも，
「あり」とする理由として推察された。今後，
歯科健診の受診が事業者に義務化されることに
より，労働者兼子育て親に対しても自己ケアの
好機となり，よい影響を与えていくことも期待
できる。

3-5　子育ての専門家である保育士のサポート
歯科内保育室の利用目的は，親の歯科受診で

あり，子どもの成長発達のための質の高い保育
の享受ではない。にもかかわらず，親たちから
は，子の発達を保障する保育士の専門性および
サポートの有用性についての語りが多数得られ
た。保育士が親子のこまかな様子およびニーズ
を記憶しており，それらを適宜取り入れながら
保育および子育て相談に応じていたことが親に
とっては大きな安心につながっていた。子ども
に幾分慣れている親であっても，子どもが泣く
ということは，親の感情が崩れる状況（遠藤，

2024）すなわち危機的状況であることも語られ
ており，そうした中で，保育士がすぐさま子ど
もを笑顔にしてくれる，または，よいタイミン
グで歯科ブースに抱っこをして連れてきてくれ

（図 2），子ども本人および親を安心させてくれ
るという保育および技術への信頼は厚かった。

親からすれば，自分や自分の子どものことを

よく覚えて知っていてくれて，子どもひとりひ
とりに合わせ，楽しく遊び込ませてもらえて，
自身の治療の前後には話の中でさりげなく助言
および勇気づけをしてくれる保育士の存在は，
心強いものであることも明らかとなった。歯科
内保育室で行われる支援には，就学前施設や子
育て支援拠点で行われるような「親子を教育し
なくては」「発達をアセスメントしよう」「子ど
もの発達に寄与しよう」といった保育士の力み
や圧力を有する支援はなく，また当然それらが
親に伝わってはおらず，このことがかえって親
子－保育士間の継続的な関わりや，親子の発達
を促している可能性をも示唆している。専門性
および資格，免許を盾に，上から目線でアドバ
イスをするような保育士よりも，こまかな事柄
を覚えてていてくれて対等な目線でさりげなく
サポートを繰り出してくれる保育士の存在が，
歯科内保育室においてはとくに求められ重宝が
られていると考えられた。これは，誰のことも
信じ頼ることができないという成人愛着トラウ
マケア（工藤，2024）における「行動で示す」
支援者のあるべき姿（フォナギー，2024）とも
重なる。フォナギーの言うように，支援者と相
談者が一緒になって今の現実を探索する姿が重
要であり，権威主義的でも支援者自身の価値観
の押し付けでもないことが，親の信頼する力す
なわち子育てで誰かを頼ってもいい・助けても
らってもいいと思える力を育てることにつなが
るのではないだろうか。歯科内保育室の保育士
の「行動で示す」支援者としての態度が，間接
的に親の子の一時預かりを促進し，ひいては親
の自己ケアおよび歯科受診を促しているとも考
えられた。

3-6　子育てを終えた世代における子育て支援
歯科内保育室と隣接する待合室では，子ども

たちと積極的に関わる患者の存在が観察された。
図 �2　治療中の母を見て泣き止む5か月児と安
心する母親
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例えば，疲れ切った表情で子どもを抱き来院し，
待合室に座りスマートフォンに夢中になる母親
と，母親を笑顔で見つめ喃語を発する 0 歳の子
どもの存在に気づいた隣席の高齢の歯科利用者
が，そっとその子に声をかけほほえみあやす，
といった自然発生的な子育て支援が数多くみら
れていた。また，親の親すなわち子の祖父母が
遠方に在住であったり，関係性が良好でなかっ
たりする事例についての親の語りも多数得られ
たが，そうした事情のある親子にとっても，子
育てを終えた世代における名もなき子育て支援

（鈴木，2024a）が有用であることも考えられた。
子育て支援制度として明文化されない子育て支
援，すなわち名もなき子育て支援の重要性が示
唆される。「誰でもいいから大人と話したい」
という母親たちの語りのように，とくに就学前
の子どもをもつ親は心理的に孤独を感じやすく，
追い詰められやすい状況がある。必要にかられ
訪れる歯科内保育室および歯科待合室の中で生
まれるささやかなコミュニケーションが親の心
を癒し，育児への新たな活力の源となりうると
も考えられる。

3-7　�親子にとっての口腔保健教育としての意
義

親は，歯科および歯科内保育室において，歯
科医や歯科衛生士そして保育士から，乳歯や永
久歯が初めて萌出する子どものケアについての
教育を受けることが可能であった。とくに第一
子の子育てにおいて親は，歯に限らずあらゆる
ことについて不明点を有することにより不安に
なることがあって自然である。低月齢児の親に
おいては，授乳および子の体重増加に関する問
題，夜泣きに関わる疲れおよびモヤモヤが生じ
る場合もよくある。さらに月齢が進むにつれて，
子の成長発達の個人差が大きくなることによる
不安や心配も増えてくる。そうしたすぐには答

えの出ない問題や悩みにも，歯科受診後の親に
対し保育士がおだやかに応じる姿や，そこから
安心を得たという親の語りもあった。これは保
育士の専門性および人間性・感性の賜物である。
それぞれの親の抱える複雑かつケースバイケー
スな問題にも対応可能な保育士の様子が観察さ
れた。就学前施設でも同様に保育士は適切に対
応している場合も散見される。ただし，そうし
た対応があったとしても親子の抱える問題の複
雑性や保育者個人の問題によって，状況が改善
されないことや不満や保育者－­親間の葛藤が生
まれることも少なくない。しかし一方で，向歯
科行動に関するアドバイスは「う歯にさせな
い」という単一の目標を共有でき，比較的シン
プルでわかりやすい内容である場合が多い。例
えば，仕上げ磨きのときには親はつい怖い顔に
なりがちであるから，にこやかに子どもの顔を
適宜みながら，磨く強さはこのくらい，歌いな
がら，などがその例である。親はその指導通り
に素直に実行することでよい状況を作り出しや
すく，その結果，親の育児における自己効力感
および自尊感情の向上や保育士への信頼にもつ
ながり得ることが推察された。保育士の共感お
よび支持に基づく支援と同時に，口腔保健教育
という方法および結果が明確な指導および支援
とそれによる現実場面および状況の改善が親子
の心理発達に良好に作用していることも考えら
れた。

また子ども側も，上述のように首のすわらな
い時期から親と共に歯科に訪れ，保育室で楽し
く保育者と遊ぶ経験を積み重ねることで，歯科
自体への恐怖心が薄れ，自らの歯を大切にする
習慣が自然と身についている様子であった。こ
のことは，子どもの歯科治療へのプレパレー
ション効果（Schwartz & Albino, 1983）とも言え
る可能性がある。実際，3 歳の子ども D の 3
回の歯科健診およびフッ化物塗布の観察，およ
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び D の母へのインタビューによると，D は姉
たちとも常に共に歯科に通っていたこともあり，
歯科に慣れており「A 歯科はおもちゃがあって
遊べて，がんばればおまけのもらえる（院長の

アイディアで，フッ化物塗布などの治療のあとに

はご褒美の小さなおもちゃがもらえる）場所と D
には認識されている」とのことであった。フッ
化物塗布時には，おさえつけられる状況や普段
とは異なる音および道具が登場する状況に恐怖
および不安を感じた様子で，3 回とも泣いて動
き回ろうとする D であったが，その都度，歯
科衛生士および保育士そして母親が丁寧に D
に応答していた。D の恐怖感，不快な味への

嫌悪感，拘束への不満などを受け止め，丁寧に
言語化して返し共感する大人たちの声は，泣き
叫ぶ D の耳にも届いているようであった。1
回目より 3 回目，塗付の開始時より終了際の方
が，落ち着きが増しており，D 本人の納得感
や達成感がみられた。また歯科内保育室におい
て遊ぶ際に D が好んで着ているドレスを着せ
たままフッ化物を塗布するなど（図 3），D 自
身の気分やモチベーションを向上，保持させる
さりげない支援がいくつも張り巡らされていた。
この積み重ねにより，歯科治療およびフッ化物
塗布への抵抗感は軽減していくだろう。さらに
D は今後，なんらかの危機を感じるときには
周囲に助けを求めてもよい・頼ってもよいと感
じ，自ら行動を起こすことにもつながるかもし
れない。そうだとすれば，歯科治療およびフッ
化物塗布に慣れ継続する効果以上のものがここ
に存在するとも考えられ，歯科内保育室のもつ
心理発達的に重要な機能が推察された。

3-8　一時預かりの比較検討
複数の親から語られた一時預かりに関する重

要な内容として，通常の一時預かりの利用申し
込み手続きおよび持ち物の多さ，煩雑さが挙げ

表1　一時預かり比較

図 �3　お気に入りのドレスを着て励まされながら
のフッ化物塗布

一時預かり事業の保育室 歯科内保育室
料金（1時間あたり） 300～1000円 無料
保育者・子どもの比率 １：１ではない 1：1
保育時間 0.5～ 12時間（それ以上も） 約1時間
子どもの食事 給食・おやつ なくてもよし
持ち物 おむつ着替えなど多い なくてもよし
申し込み書類 非常に多い なし
申し込みタイミング 約1か月前から予約 親の歯科受診が必要ならばいつでも
キャンセル料 ある場合も多い なし
受け入れ側の保育資格 必要 必ずしも必要ではない
親の利用目的 仕事・用事・リフレッシュ・学

習・受診・美容など
歯科受診限定

子どものいる場所 親から見えない離れた場所 親と同じ建物の親から見えない場
所または見える場所
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られる（表 1）。上述のように歯科内保育室は申
し込み手続きの書類記入および持ち物がほとん
どなく，身軽および気楽に子どもを預けること
ができる。ただし，利用目的は親の歯科治療と
限定的である。しかしこのことが，かえって親
の一時預かり利用を促進していることが推察さ
れた。さらに同じ建物で子どもの声がきこえる
距離に，保育室があるということもあり，他人
に子どもを預けることに抵抗があり預けられな
い親であっても，自身の歯科受診のために，子
を思い切って預ける経験が可能となっていた。
こうして他人を頼る・預かってもらう経験を得
ることにつながっていた。これは美容室におけ
る一時預かりも同様の要素をもつと考えられる
が（図 4），髪を切る・洗髪および染髪する・
パーマをかけるといった行為は親によっては歯
科よりも優先度が高くなく，より後回しになっ
たり，結果的に親が我慢し続ける状況が生まれ
やすいことも語られていた。上述の歯科以外の
他科受診と同様に，美容室は自己ケアや他の親
の日常タスクと比較しても必要性の高さも有す
る一方で，歯科受診の方がなぜか優先されやす

いことも親の語りからは散見された。前髪はセ
ルフカットが可能であるが，う歯の治療および
予防は自宅で自己流では不可能だといった意見
もあった。自分でできることはなんでも自分で
してしまう親と周りを上手く頼りながらの親の
違いが，一時預かりを利用しない親とする親の
差異となってあらわれている可能性も示唆され
た。しかしながら，自分でなんでもしてしまう
親であっても，歯科内保育室ならば我が子を預
けてもよいと感じ，預ける経験を結果的にもて
てしまうことも示唆された。

4．総合考察
4-1　�利用可能性と応答性を有する歯科内保育

室
親からは，子育ての楽しさも語られる一方で，

その大変さおよび困難さについてもさまざま語
られていた。とくに，子育てにおいて短時間，
気軽に我が子を預かってもらうことのできる相
手がいない，またはそうした存在が遠方である
親の語りからは，心の中では支援を強く求めて
はいても助けてとは言えない複雑な状況が垣間
みられた。このように日常的にサポートの得づ
らい親であっても，歯が痛む，心配だ，不安だ，
疲労している，歯の色や口臭が気になる，歯並
びや口元の見た目に問題があるなどといったき
わめて個人的な内容を，医師や歯科衛生士に当
たり前に相談することができ，実際にそれを共
に解決してもらえ助けてもらえる歯科，そして，
子どもの育ちを共に喜んでもらえ子育ての不安
をも吐露可能な歯科内保育室は，親子にとって
の利用可能性（availability）と応答性（respon-

siveness）を有するとも考えられる。
Bowlby（1973）は，物理的には存在するが心

理的には頼りにならない親の例を挙げ，物理的
な親の存在の有無とともに親が子にとって情緒
的に利用可能性を有することの意義を説明し，図4　一時預かり実施場所
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アタッチメントのセットゴールを説いた（レ

ビューとして Dushinsky, 2020）。アタッチメント
とは，子どもが危機を感じたときに特定の大人
に接近し安心して落ち着くという一連の流れを
指す用語であるが，これは親である成人にも同
様に存在する。成人アタッチメントも子どもの
アタッチメント同様に，不安や脅威を感じる危
機的状況の際に，特定の他者に接近し安心する
という一連の流れを指す。子どもであっても大
人であっても，アタッチメント形成のためには，
人が不安や心理的な揺れを経験する中で助けを
求め，実際に助けを得ることができるという確
信を得られる存在およびその利用可能性をもつ
安全基地の重要性が語られている。

現代の日本の親には，一時預かり事業や就学
前施設における子育て支援は存在しているもの
の，親にとってのそれらの情緒的利用可能性は
低いということが考えられる。一方で，歯科に
おける親の受診および歯科内保育室における一
時預かりは，親自身および家庭内においては自
力で遂行できない歯科治療および健診を，痛み
や不安といった心理的な感情の崩れを感じる中
で，実際に歯科医師および歯科スタッフから助
けてもらって行いながら得ることが可能である。
そうした点で，この人ならば，この場所ならば
頼っても大丈夫であるという利用可能性を高く
感じやすいことが推察される。さらに，痛みや
不安を感じ，特殊な匂いおよび機械音を感知し
感情の揺れを生じやすい危機的な場面において，
応答的に関わってもらうことにより，親は歯科
に近接し頼ることにより得るサポートを実感し，
安心するため，親­－歯科間のアタッチメントが
形成および活性化されることも考えられる。つ
まり歯科が親子にとり安全基地（Secure base）

（Bowlby，1988）となりうると言える。
さらに近藤（2024）は，子どものアタッチメ

ントの形成についてコミットメントの重要性を

述べているが，親の成人アタッチメントにおい
てもこれを援用すれば，歯科では親の口元およ
び歯の悩みにコミットメントを得ることから歯
科受診が始まる。そして，歯科受診後に子ども
を迎えに保育室に入れば，子どもや親自身の子
育てへのコミットメントを保育士から親が得る
こともできる。こうしたことが，親の安心や親
－歯科間のアタッチメント形成につながってい
ると解釈することも可能であろう。

4-2　�親のアタッチメントスタイルと関連して
いる可能性

そもそも，親の中にもさまざまなアタッチメ
ントスタイルをもつ人がいることが知られてい
る。アタッチメントの質が子育て支援における
サポートを受け取るか受け取らないか，自己ケ
アが可能か不可能かとも関連することが当然に
考えられた。これまで述べてきたように，通常
の一時預かりは利用できない・したことがない，
すなわち，通常の一時預かりは信頼できず頼る
ことができないといった一般他者観が低い

（Bowlby，1973）親であっても，身近なパート
ナーおよび親・義親が信頼できず頼ることがで
きないといった親であっても，歯科内保育室は
利用できていた。この自己観および他者観との
関連は，歯科内保育室の利用および子育て支援
サポートの受け入れの程度，親自身の自己ケア
への積極性とも関わっていることが推察される。

Bertholomew & Horowitz（1991）は自己を肯
定的にみるか否定的にみるか，他者を肯定的に
捉えるか否定的に捉えるかの 4 つのアタッチメ
ントスタイルについて測定可能な Relationship 
Questionnaire を作成した。これを援用して考
えれば，歯科内保育室の利用親は，他者観が低
く自己観も低いことが考えられ，恐れ型に分類
されることが推察される。もしこの仮説が正し
いとするならば，歯科内保育室の利用親には，
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より応答的なケアおよび接し方を歯科内保育室
および歯科が繰り出すことで，親が歯科内保育
室を利用可能性のより高い安全基地として利用
し，安心を得て，育児という名の探索にも再び
取り組むことが可能となることが推察される。

4-3　�長期縦断的かつきめこまやかな子育て支
援拠点としての歯科内保育室

A 歯科クリニックには最小 0 か月児から 90
代と思われる方まで，年齢も性別もさまざまな
人が利用に訪れていた。なかには 3 世代で通う
家族もあり，歯科内保育室の保育者は家族シス
テムにおける相互作用的ジェスチャー（若島，

1997）をも考慮した保育および支援を行ってい
るように見受けられた。転職の多い父親，その
母親である祖母，その妻である母親，その子と
3 世代で通う家族において，子が不安定なとき
には，それに連動して母親の不安定さも観察さ
れる事例があった。保育士はあえて子の「もっ
と遊びたい」という想いをききいれ，歯科受診
および会計終了後にも長時間保育室で遊ぶ時間
や機会を自然とつくり，母親の話をさりげなく
傾聴していた。そして子の歯並びやおやつ，生
活および発達についての母親の心配や苦労を丁
寧にきいて応えるなどしていた。さらに，娘の
祖母（父親の母親）にも視線を送りつつ，存在
を認めていた。父親にはあえて接触していない
ようであった。それにもかかわらず，父親は転
職における困難も時間の経過とともに自然と乗
り越え，家族の不安定さも認識し抱えつつ，3
世代で A 歯科クリニックに通い続けていた。
これは，家族の中に問題を抱えていたとしても，
そこには保育士はダイレクトにアプローチを行
わず，あえて親子の意識を保育室における遊び，
向歯科行動および歯科受診を円滑に行うことに
向かわせることで，自然な形で家族問題の解決
へと向かわせるアプローチとも通じる理にか

なったものと言えるかもしれない。
このように，歯の萌出時から，または，母親

の妊娠中から通い続けることができる歯科内保
育室を有する歯科は，生まれたばかりの赤ちゃ
んのいる家庭にとり，長期縦断的かつきめこま
やかな子育て支援を受けることができる重要な
拠点となりうる可能性があると考えられる。上
述したように，困難を抱えていない家庭はなく，
どのような家庭でも子育て中にはさまざまな課
題に直面し，家族関係も揺らぎを経験しやすい。
そうした場合であっても，3 か月ごと定期的に
通い，利用する歯科および歯科内保育室におい
て，継続的に得られる子育て支援は親子および
家族を着実に支えていくと言えるだろう。家族
システム論に基づく子育て支援を考慮しても歯
科内保育室の可能性が示唆されている。

5．おわりに
歯科内保育室における一時預かりは，通常実

施されている一時預かり事業とは異なる性質を
もつ。親子の一時預かりの利用および親子の心
理発達を促すことが示唆された。歯科内保育室
のもつ利用のしやすさは，親にとって歯科内保
育室が利用可能性（Availability）を有している
ことと関連していると考えられた。歯科内保育
室および A 歯科クリニックでは，親子が歯科
および保育に関し感情が揺れるような危機に瀕
した際には，確実に応じる姿 = 応答性（Respon-

siveness）がみられていた。
このような利用可能性および応答性を有する

歯科内保育室は，日本の自縄自縛な子育て観を
もつ親にとって，安全基地（Secure base）機能
を有すると結論することができる。むろん，身
近なパートナーや親・義親が確かな安全基地と
して機能している親も多数存在し，多くの人の
助けを得て子育てを行うことができている場合
も多い。しかしながら，それら重要な他者との
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関係性においてはさまざまな問題が幾度となく
訪れ，親個人のもつ成人アタッチメントスタイ
ルも影響し，重要な他者であっても助けを求め
うることが一時的に難しくなり安全基地として
利用できないときもあるだろう。そうした場合
であっても，歯科健診および歯科受診という，
誰からも合意の得られやすい向歯科行動は，親
にとっての自己ケアとしても自然に取り入れら
れやすい。そのうえで子育てを助けてもらうと
いう経験が得られることは，親が他者を信頼し
サポートを得ながら子育てを行うことができる
好循環を作り出す好機となることが考えられた。
こうした歯科内保育室のもつ安全基地性が親子
および家族全体の安心とよりよい探索につなが
ることが期待されている。

本研究では，観察およびインタビューによっ
て以上の仮説を述べてきた。しかしながら，こ
の仮説を立証できるだけの数量的な根拠は得ら
れていない。今後は，本研究によって得られた
知見を数量的に検討することにより，より実証
的かつ新たな子育て支援および介入ポイントを
探ることが求められる。

さらに，本研究で対象となった A 歯科クリ
ニックおよび歯科内保育室の保育者の実践は，
上述のように歯科利用者の歯のみならず，心理
面および社会面に寄り添うものであった。こう
した全人的な歯科医療実践が行われている歯科
は稀有であるとも考えられる。そうした中で得
られた知見であるという限界をふまえ，今後は
歯科内保育室の運営にまつわる詳細な実態およ
び歯科内保育室における保育者の専門性および
専門スキルについても明らかにしていく必要が
あると言えるだろう。

少子社会において，子どもを産み育てること
に困難さがますます伴う中で，親が孤立せずに
子育てを楽しむことができるための子育て支援
が求められている。歯科内保育室は，歯科健診

義務化にも伴い，今後重要な子育て支援拠点と
しても期待される。こども家庭庁（2023）が導
入を試みるベビーシッター事業，こども誰でも
通園制度，伴走型の子育て専門職派遣事業など
に比しても歯科内保育室を通じた子育て支援は
親子にとり有効と考えられるだろう。　　　　
　　

本研究では，歯科内保育室の実態および親子
にとっての安心安全の基地としての考察，そし
て一時預かり事業および就学前施設における子
育て支援との比較による子育て支援効果につい
て，親の成人アタッチメントの観点から明らか
にしてきた。歯科内保育室が日本にさらに広ま
り認知され，歯を通じて，すべての家庭への子
育て支援がさらに展開されていくことにより，
健康かつ良好な親子の心理発達にも寄与してい
くことが望まれる。
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Abstract:
　This study clarifies the current condition of nursery rooms at dental clinics in Japan and discusses their 

desirable functions from Bowlby's concept of a "a secure base". We made an observational and semi-struc-
tured interview study of the dental nursery rooms, from which we consider their social function as "a secure 
base" for desirable child-rearing. Based on the availability and responsiveness of these dental nursery rooms, 
dental clinics can become “a secure base” （Bowlby, 1988) for parents and children. We conclude that dental 
nursery rooms in Japan would be a secure base for parents and children and a pivot for family support.

Key words: Dental nursery room, Secure base, Temporary Childcare System, attachment, family support


